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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】被検体内に挿入された回転式探触子がどの方向
を向いているかを示す姿勢情報（オリエンテーション情
報）を算出することが可能な超音波診断装置、回転式探
触子の姿勢算出装置、及び回転式探触子の姿勢算出方法
を提供する。
【解決手段】超音波診断装置２０は、スキャン方向を回
転させながら被検体１００に超音波を送受信する回転式
探触子２０１を用いて被検体１００に超音波を送受し、
超音波画像を生成する。姿勢算出装置２１は超音波画像
の撮像中に得られ、回転式探触子２０１の少なくとも一
部が被検体１００とともに描出された画像を監視用画像
として取得し、監視用画像に現れる周期的な動きを示す
特徴部Ａの出現タイミングと同じタイミングにおけるス
キャンラインを求める。これにより回転式探触子２０１
の姿勢情報（オリエンテーション情報）を算出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャン方向を回転させながら被検体に超音波を送受信する回転式探触子と、
　前記回転式探触子により受信した前記被検体からの反射超音波信号に基づいて超音波画
像を構成する超音波画像構成部と、
　前記超音波画像の撮像中に得られ、前記回転式探触子の少なくとも一部が前記被検体と
ともに描出された画像を監視用画像として取得する監視用画像取得部と、
　前記監視用画像に現れる周期的な動きを示す特徴部の出現タイミングに基づき前記回転
式探触子の姿勢情報を算出する演算部と、
　前記超音波画像を表示する表示部と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記超音波画像を撮像中の回転式探触子の回転数情報を取得する回転数取得部と、
　前記監視用画像の撮像姿勢情報を取得する撮像姿勢取得部と、を備え、
　前記演算部は、前記特徴部の出現タイミングと前記回転数情報と前記監視用画像の撮像
姿勢とに基づき前記回転式探触子の姿勢情報を算出することを特徴とする請求項１に記載
の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記監視用画像はＸ線透視像であることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置
。
【請求項４】
　前記演算部は、前記監視用画像の撮像姿勢情報と前記回転式探触子の姿勢情報とに基づ
いて前記超音波画像における基準方向を算出し、
　前記表示部は、前記基準方向を前記超音波画像上に示す
　ことを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記基準方向を鉛直真上の方向とすることを特徴とする請求項４に記載の超音波診断装
置。
【請求項６】
　前記表示部は、前記基準方向の実際の方向と一致するように、前記超音波画像を回転さ
せて表示することを特徴とする請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　予め撮影され被検体内が描出されたＣＴデータを取得するＣＴデータ取得部と、
　前記回転式探触子の位置を検出する位置検出部と、
　前記回転式探触子の位置及び前記姿勢情報に基づき、前記ＣＴデータから前記回転式探
触子の位置に該当する断層像を取得し、前記断層像上に前記超音波画像を位置合わせして
重畳表示する重畳表示部と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　撮像中に前記回転式探触子の位置を検出する位置検出部と、
　前記超音波画像に撮像時の位置情報及び前記回転式探触子の姿勢情報を記録する画像記
憶部と、
　前記回転式探触子の位置と前記回転式探触子の姿勢情報とに基づいて前記超音波画像か
ら３次元画像を構築する３次元画像構築部を更に備えることを特徴とする請求項１に記載
の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記３次元画像構築部は、前記３次元画像から前記回転式探触子が挿入された部位のＭ
ＰＲ画像を生成し、
　前記表示部は、前記ＭＰＲ画像を表示することを特徴とする請求項８に記載の超音波診
断装置。
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【請求項１０】
　被検体の透視画像を取得する透視画像取得部を更に備え、
　前記表示部は、前記透視画像上に前記回転式探触子が挿入された位置を示すとともに、
前記回転式探触子が挿入された位置における前記超音波画像または前記３次元画像を前記
透視画像と並べて表示することを特徴とする請求項９に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記回転式探触子の回転周期及び前記監視用画像の撮影レートを取得し、前記監視用画
像に現れる前記特徴部の出現タイミングに基づいて前記回転式探触子の回転周期及び前記
監視用画像の撮影レートのいずれか一方または両方を調整する調整部を更に備えることを
特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　スキャン方向を回転させながら被検体に超音波を送受信する回転式探触子により受信し
た前記被検体からの反射超音波信号に基づいて構成された超音波画像の撮像中に得られ、
前記回転式探触子の少なくとも一部が前記被検体とともに描出された画像を監視用画像と
して取得する監視用画像取得部と、
　前記監視用画像に現れる周期的な動きを示す特徴部の出現タイミングに基づき前記回転
式探触子の姿勢情報を算出する演算部と、
　前記回転式探触子の姿勢情報を出力する出力部と、
　を備えることを特徴とする回転式探触子の姿勢算出装置。
【請求項１３】
　スキャン方向を回転させながら被検体に超音波を送受信する回転式探触子により受信し
た前記被検体からの反射超音波信号に基づいて超音波画像を構成するステップと、
　前記超音波画像の撮像中に得られ、前記回転式探触子の少なくとも一部が前記被検体と
ともに描出された画像を監視用画像として取得するステップと、
　前記監視用画像に現れる周期的な動きを示す特徴部の出現タイミングに基づき前記回転
式探触子の姿勢情報を算出するステップと、
　前記超音波画像を表示するステップと、
　を含むことを特徴とする回転式探触子の姿勢算出方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置、回転式探触子の姿勢算出装置、及び回転式探触子の姿勢算
出方法に係り、詳細には、体内に挿入された回転式探触子がどの方向を向いているかを表
す姿勢情報（オリエンテーション情報）の算出に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＴ画像において、すりガラス状陰影（Ground Glass Opacity）を呈すような内部の細
胞密度が小さい腫瘍は、透視画像上で視認することができないことがある。そのため、例
えば肺の末梢腫瘍の細胞を採取する気管支内視鏡を用いた生体検査等においては、先端径
が２ｍｍ程度の細い回転式探触子を気管支内に挿入し、３６０度方向の超音波画像を取得
する。このようにして、内視鏡が入り込めないような細部の病変をモニタリングしながら
患部の組織を採取するといった手法がとられている。
【０００３】
　上述の回転式探触子は、先端部に設けられた振動子を一定周期で回転させることにより
放射状に超音波を送受し、被検体内の画像を描出するものである。しかし、被検体内にお
ける回転式探触子の姿勢は把握しにくく、かつ視野が限定されるため、描出される超音波
画像の方向が把握できず、実際の病変の位置と超音波画像内の病変の位置との関係を把握
することが困難であった。これに対し、例えば特許文献１には、複数の透視画像の特徴か
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らカテーテルの回転角度を検出する技術が開示されている。具体的には、鉤型に湾曲した
先端のカテーテルを対象とし、カテーテルを回転させる動作時に撮影したＸ線透視像や手
元の回転操作量等に基づいて画像処理によりカテーテルの先端の回転角度を検出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開２０１４／０２４４２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の方法は鉤型のカテーテルを対象とするものであり、回転式
探触子の姿勢や超音波画像の方向の認識には適用できないものであった。
【０００６】
　本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであり、被検体内に挿入された回転式探
触子がどの方向を向いているかを示す姿勢情報（オリエンテーション情報）を算出するこ
とが可能な超音波診断装置、回転式探触子の姿勢算出装置、及び回転式探触子の姿勢算出
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述した目的を達成するための第１の発明は、スキャン方向を回転させながら被検体に
超音波を送受信する回転式探触子と、前記回転式探触子により受信した前記被検体からの
反射超音波信号に基づいて超音波画像を構成する超音波画像構成部と、前記超音波画像の
撮像中に得られ、前記回転式探触子の少なくとも一部が前記被検体とともに描出された画
像を監視用画像として取得する監視用画像取得部と、前記監視用画像に現れる周期的な動
きを示す特徴部の出現タイミングに基づき前記回転式探触子の姿勢情報を算出する演算部
と、前記超音波画像を表示する表示部と、を備えることを特徴とする超音波診断装置であ
る。
【０００８】
　第２の発明は、スキャン方向を回転させながら被検体に超音波を送受信する回転式探触
子により受信した前記被検体からの反射超音波信号に基づいて構成された超音波画像の撮
像中に得られ、前記回転式探触子の少なくとも一部が前記被検体とともに描出された画像
を監視用画像として取得する監視用画像取得部と、前記監視用画像に現れる周期的な動き
を示す特徴部の出現タイミングに基づき前記回転式探触子の姿勢情報を算出する演算部と
、前記回転式探触子の姿勢情報を出力する出力部と、を備えることを特徴とする回転式探
触子の姿勢算出装置である。
【０００９】
　第３の発明は、スキャン方向を回転させながら被検体に超音波を送受信する回転式探触
子により受信した前記被検体からの反射超音波信号に基づいて超音波画像を構成するステ
ップと、前記超音波画像の撮像中に得られ、前記回転式探触子の少なくとも一部が前記被
検体とともに描出された画像を監視用画像として取得するステップと、前記監視用画像に
現れる周期的な動きを示す特徴部の出現タイミングに基づき前記回転式探触子の姿勢情報
を算出するステップと、前記超音波画像を表示するステップと、を含むことを特徴とする
回転式探触子の姿勢算出方法である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、被検体内に挿入された回転式探触子がどの方向を向いているかを示す姿
勢情報（オリエンテーション情報）を算出することが可能な超音波診断装置、回転式探触
子の姿勢算出装置、及び回転式探触子の姿勢算出方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】本発明に係る超音波診断装置２０及び回転式探触子の姿勢算出装置２１を利用し
た検査システム１の全体構成図
【図２】Ｘ線画像診断装置１０の撮像姿勢（被検体１００に対するＸ線源１０２及びＸ線
検出器１１０の傾き）とＸ線透視像に現れる回転式探触子２０１の特徴部Ａとの位置関係
を説明する図
【図３】回転式探触子２０１のオリエンテーション算出処理の流れを示すフローチャート
【図４】図３のステップＳ１０８のオリエンテーション算出処理の具体例
【図５】超音波画像３０とスキャンラインＳＬ１、ＳＬ２、…との関係を説明する図
【図６】図３のステップＳ１１０の表示処理の例（１）
【図７】超音波画像３０上での基準方向（直上）を示すマーカ５の表示例
【図８】図３のステップＳ１１０の表示処理の例（２）
【図９】基準方向（直上）が上になるように回転した超音波画像３０の表示例
【図１０】図３のステップＳ１１０の表示処理の例（３）
【図１１】ＣＴ画像３５と超音波画像３０との重畳画像４０の例
【図１２】超音波画像３０から体内を描出した３次元画像を生成する処理のフローチャー
ト
【図１３】（ａ）連続して得られた超音波画像３０_１、３０_２、…、３０_ｎ、（ｂ）
（ａ）の超音波画像３０_１、３０_２、…、３０_ｎに基づき生成された３次元画像５４
及びＭＰＲ画像５１、５２、及び超音波画像５３の表示例
【図１４】Ｘ線透視像６１と３次元画像６２との並列表示例
【図１５】各フレームのＸ線透視像３０ａ、３０ｂ、３０ｃに出現する特徴部Ａの位置の
変化を示す図
【図１６】回転式探触子２０１の回転周期とＸ線透視像の撮影レートとの同期について説
明するフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下図面に基づいて、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１３】
［第１の実施の形態］
　まず、図１を参照して本発明の全体構成について説明する。
　図１に示す検査システム１は、本発明に係る超音波診断装置２０とＸ線画像診断装置１
０と回転式探触子の姿勢算出装置２１とを備えて構成される。
【００１４】
　超音波診断装置２０は、被検体１００の体内に挿入して用いられる回転式探触子２０１
、送信部２０２、受信部２０４、超音波送受信制御部２０３、整相加算部２０５、断層画
像構成部２０６、白黒スキャンコンバータ２０７、モータ制御部２０８、画像記憶部２２
３、表示部２２４、及び３Ｄ画像構築部２２５等を有する。
【００１５】
　回転式探触子２０１は、先端部に設けられた振動子を一定の周期で回転させることでス
キャンラインを３６０°方向に回転させながら被検体１００との間で超音波を送受信する
超音波探触子である。
【００１６】
　送信部２０２は、回転式探触子２０１を介して被検体１００に所定の時間間隔で超音波
を繰り返し送信する。受信部２０４は、被検体１００から発生する反射超音波信号を時系
列に受信する。超音波送受信制御部２０３は送信部２０２及び受信部２０４の動作を制御
する。
【００１７】
　モータ制御部２０８は、回転式探触子２０１の先端部の回転を制御する。またモータ制
御部２０８は、先端部の回転数をエンコーダ等により監視し、姿勢算出装置２１の姿勢情
報（オリエンテーション）演算部２１２に入力する。
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【００１８】
　整相加算部２０５は、受信部２０４で受信した反射超音波信号を整相加算し、断層画像
構成部（超音波画像構成部）２０６に出力する。断層画像構成部２０６は、整相加算部２
０５から入力されたＲＦ信号フレームデータに基づいて、被検体１００の体内の断層画像
を構築する。白黒スキャンコンバータ２０７は、断層画像構成部２０６により構築された
白黒（濃淡）の断層画像を表示部２２４の表示に合うように変換する。
【００１９】
　画像記憶部２２３は断層画像構成部２０６により生成され、白黒スキャンコンバータ２
０７により表示用に変換された複数フレームの断層画像を時間情報とともに記憶する。
　表示部２２４は、画像記憶部２２３に記憶された画像や、検査情報、スキャン条件、設
定情報等を含む各種情報を表示する。
【００２０】
　姿勢算出装置２１は、回転式探触子２０１の姿勢を算出する装置である。姿勢算出装置
２１は、監視用画像取得部２１０、特徴検出部２１１、姿勢情報（オリエンテーション）
演算部２１２、操作部２２０、ＣＴデータ表示部２２２、ＣＴデータ記憶部２２１を有す
る。オリエンテーションとは、本明細書では体内に挿入された回転式探触子の姿勢（回転
方向、向き）を表す情報を意味するものとする。なお、姿勢算出装置２１は、図１に示す
ように超音波診断装置２０とは別体で構成してもよいし、超音波診断装置２０に組み込ま
れる構成としてもよい。図１に示すように超音波診断装置２０と姿勢算出装置２１とが別
体で構成される場合は、姿勢算出装置２１はインターフェース（不図示）を介して超音波
診断装置２０及びＸ線画像診断装置１０との間でデータを送受信する。
【００２１】
　監視用画像取得部２１０は、超音波画像（上述の断層画像）の撮像中に得られ、回転式
探触子２０１の少なくとも一部が被検体１００とともに描出された画像を監視用画像とし
て取得する。例えば、Ｘ線画像診断装置１０により撮影されたＸ線透視像等を監視用画像
として取得する。なお、監視用画像は、Ｘ線透視像に限定されず、回転式探触子２０１の
一部（特徴部）が被検体１００とともに描出された画像であればよく、例えば内視鏡画像
等としてもよい。
【００２２】
　特徴検出部２１１は、監視用画像取得部２１０により取得した監視用画像上で回転式探
触子２０１の周期的な動きを示す特徴部Ａを識別し、その出現タイミングを検出する。以
下の説明では、監視用画像として複数フレームのＸ線画像からなるＸ線透視像を用いる。
特徴検出部２１１が検出する特徴部Ａは回転式探触子２０１の構造的な特徴を示す部位ま
たはＸ線透視像に現れる特徴的な部位であって、予め設定された部位である。特徴検出部
２１１は、Ｘ線透視像の各フレームのＸ線画像に対してパターンマッチング等の手法で特
徴検出処理を施すことにより、予め設定された特徴部Ａを識別する。回転式探触子２０１
は体内において所定の回転周期で回転しているため、連続的に撮影されているＸ線透視像
では回転式探触子２０１の特徴部Ａが周期性のある動きとして検出される。特徴検出部２
１１は、特徴部Ａが特定の位置で検出されるタイミング（出現タイミング）を取得し、姿
勢情報（オリエンテーション）演算部２１２に入力する。
【００２３】
　姿勢情報（オリエンテーション）演算部２１２は、特徴検出部２１１から入力された特
徴部Ａの出現タイミングに基づき回転式探触子２０１の姿勢情報であるオリエンテーショ
ン情報を算出する。以下、回転式探触子２０１の姿勢情報をオリエンテーションもしくは
オリエンテーション情報と呼ぶ。
【００２４】
　姿勢情報演算部２１２（以下、オリエンテーション演算部２１２という）は、超音波診
断装置２０のモータ制御部２０８から入力される回転式探触子２０１の先端部の回転数の
情報と、監視用画像であるＸ線透視像を撮像したＸ線画像診断装置１０の制御部１１８か
ら入力される撮像姿勢に関する情報（Ｘ線画像診断装置１０におけるＸ線源１０１の傾き
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と被検体１００との位置関係の情報）と、上述の特徴部Ａの出現タイミングとに基づき、
回転式探触子２０１のオリエンテーション情報を算出する。
【００２５】
　上述したように、オリエンテーション情報は被検体１００の体内に挿入された回転式探
触子２０１の姿勢（回転方向、向き）に関する情報である。換言すると超音波画像の描画
方向の情報である。オリエンテーション情報は、例えば、超音波画像において所定の基準
方向がどの方向を示すか、のように求められる。基準方向は、例えば鉛直上方（以下、「
直上」という）とする。図２は、監視用画像であるＸ線透視像の撮像姿勢と回転式探触子
２０１の被検体１００体内での姿勢との関係を示す図である。オリエンテーション情報の
算出については後述する。
【００２６】
　オリエンテーション演算部２１２は、算出した回転式探触子２０１のオリエンテーショ
ン情報を超音波診断装置２０に出力する。超音波診断装置２０は、回転式探触子２０１の
オリエンテーション情報を時間情報とともに画像記憶部２２３に記憶する。画像記憶部２
２３には複数フレームの超音波画像（断層画像）が時間情報とともに記憶されているため
、時間情報によって超音波画像の各フレームと回転式探触子２０１のオリエンテーション
情報とが紐づけられる。
【００２７】
　超音波診断装置２０の３Ｄ画像（３次元画像）構築部２２５は、画像記憶部２２３に記
憶された複数フレームの超音波画像（断層画像）と、各フレームにおける回転式探触子２
０１の位置情報及びオリエンテーション情報とに基づき、被検体１００の内部を描出した
３次元画像を生成する。生成された３次元画像は、時間情報とともに画像記憶部２２３に
記憶される。回転式探触子２０１の位置情報は図示しない位置検出器（磁気センサ等）に
より検出可能である。
【００２８】
　姿勢算出装置２１のＣＴデータ記憶部２２１は、予めＸ線ＣＴ装置等により撮影された
ＣＴデータを記憶する。ＣＴデータとは、被検体１００の周囲の各方向から得られた投影
データをコンピュータ等により再構成することで被検体１００内を描出した断層像群のデ
ータである。ＣＴデータ表示制御部２２２は、操作部２２０を用いてユーザにより指定さ
れたＣＴデータをＣＴデータ記憶部２２１から読み出し、表示部２２４に表示する。また
、ＣＴデータ表示制御部２２２は、ＣＴ画像（断層像）と超音波画像とを重畳表示するた
めの処理を行う。
【００２９】
　表示部２２４は、画像記憶部２２３に記憶された超音波画像や３次元画像等の画像や、
ＣＴデータ表示制御部２２２から出力されたＣＴ画像や重畳画像等を表示する。
【００３０】
　超音波診断装置２０及び姿勢算出装置２１は、通信ケーブル等を介してＸ線画像診断装
置１０と接続される。Ｘ線画像診断装置１０は、被検体１００のＸ線透視像を撮影する装
置である。Ｘ線透視像は、回転式探触子２０１の位置及び姿勢をモニタリングするための
監視用画像として利用される。
【００３１】
　Ｘ線画像診断装置１０は、Ｘ線源１０２、Ｘ線絞り１０４、Ｘ線検出器１１０、画像処
理部１１２、画像記憶部１１４、表示部１１６、制御部１１８、操作部１２０、高電圧発
生部１０８等を有する。被検体１００は寝台１０６に寝載される。
【００３２】
　Ｘ線源１２は、高電圧発生部１０８から電力供給を受けて所定の線量のＸ線を発生させ
るＸ線管球を有する。高電圧発生部１０８は、制御部１１８からの制御信号に基づきＸ線
源１０２に対して電力を供給する。
【００３３】
　Ｘ線絞り１０４は複数のＸ線遮蔽板を有し、制御部１１８から通知される開度情報に従
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って、Ｘ線遮蔽板を所定の位置まで開閉させて所望の形状のＸ線照射領域を形成する。
【００３４】
　Ｘ線検出器１１０は、例えばシンチレータとフォトダイオードの組み合わせによって構
成されるＸ線検出素子を２次元配列したフラットパネルディテクタ（ＦＰＤ）やＩ．Ｉ．
（image intensifier）等であり、被検者１００を介してＸ線源１０２に対向する位置に
設けられる。例えば、寝台１０６の天板の下面にＸ線検出器１０６が設置される。
【００３５】
　Ｘ線検出器１０６の各検出素子は、Ｘ線源１０２から照射され被検者１００を透過した
Ｘ線である透過Ｘ線を検出し、そのＸ線強度に応じた電気信号に変換する。
　画像処理部１１２は、Ｘ線検出器１０６から出力された電気信号を処理し、画像を生成
する。画像処理部１１２における処理は、ガンマ変換、階調変換、画像の拡大、縮小等の
処理を含む。画像処理部１１２は画像処理されたＸ線画像を画像記憶部１１４に出力する
。
　画像記憶部１１４は、画像処理部１１２から出力されたＸ線画像を記憶する。
【００３６】
　表示部１１６は、画像処理部１１２から出力されたＸ線画像、または画像記憶部１１４
に記憶されたＸ線画像や制御部１１８から入力された表示データ等を表示する。
【００３７】
　制御部１１８は、操作部１２０から入力された指令に基づきＸ線源１２におけるＸ線曝
射、画像処理部１１２における画像処理、画像記憶部１１４における画像の記憶、表示部
１１６における表示、Ｘ線絞り１０４等の動作を制御する。また制御部１１８は、Ｘ線画
像診断装置１０の撮像姿勢に関する情報を姿勢算出装置２１のオリエンテーション演算部
２１２に送出する。撮像姿勢に関する情報とは、基準方向からのＸ線源１０２の傾き角度
θの情報である。例えば図２に示すように、被検体１００に対しＸ線源１０２が直上にあ
る位置を撮像姿勢の基準方向（θ＝０°）とする。
【００３８】
　次に、図３を参照して、回転式探触子２０１のオリエンテーション算出処理の流れにつ
いて説明する。以下の説明では、回転式探触子２０１を先端部に設けた内視鏡を用いて気
管支等の生体検査を行う場合を例として説明する。
【００３９】
　操作者は、回転式探触子２０１を体内（例えば、気管支等）に挿入する。超音波診断装
置２０は、回転式探触子２０１の先端の振動子を所定の周期で回転させることにより、ス
キャンラインを回転させながら被検体１００に対して超音波信号を送信する。回転式探触
子２０１は被検体１００からの反射超音波信号を受信する（ステップＳ１０１）。受信し
た反射超音波信号は整相加算部２０５に入力される。
【００４０】
　このとき超音波診断装置２０のモータ制御部２０８は、回転式探触子２０１の先端部の
回転数情報（回転情報または回転周期）を取得し、姿勢算出装置２１のオリエンテーショ
ン演算部２１２に出力する（ステップＳ１０２）。断層画像構成部２０６は、受信部２０
４により受信し、整相加算された被検体１００の時系列の反射超音波信号に基づき回転式
探触子２０１の周辺の３６０°の超音波画像（断層画像）を構成する（ステップＳ１０３
）。
【００４１】
　一方、Ｘ線画像診断装置１０は、超音波画像（上述の断層画像）の撮像開始とともに被
検体１００の回転式探触子２０１の少なくとも一部を含む領域の撮像を開始する（ステッ
プＳ１０４）。このときＸ線画像診断装置１０の制御部１１８は、所定の基準方向からの
Ｘ線源１０２の傾き角度である撮像姿勢θの情報を取得する。基準方向は、上述したよう
に例えば直上とする。Ｘ線画像診断装置１０は、時系列のＸ線透視像を監視用画像として
姿勢算出装置２１に出力するとともに撮像姿勢情報θを姿勢算出装置２１に出力する（ス
テップＳ１０５）。
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【００４２】
　姿勢算出装置２１では、Ｘ線画像診断装置１０から透視像及び撮影姿勢情報θを取得す
る（ステップＳ１０６）。特徴検出部２１１は、ステップＳ１０６で取得したＸ線透視像
の各フレームについて回転式探触子２０１の特徴部Ａを検出する処理を実行する（ステッ
プＳ１０７）。検出対象とする特徴部Ａは、検査を開始する前に予め設定された特徴を示
す部位である。回転式探触子２０１は所定のフレームレートで回転しているため、Ｘ線透
視像の各フレームについて特徴検出処理を実施することにより、Ｘ線透視像内の所定箇所
に特徴部Ａが周期的に検出される。
【００４３】
　姿勢算出装置２１（オリエンテーション演算部２１２）は、ステップＳ１０７により検
出した特徴部Ａの検出結果（特徴部Ａの出現タイミング）に基づき、回転式探触子２０１
のオリエンテーション情報を算出する（ステップＳ１０８）。
【００４４】
　図４を参照して、ステップＳ１０８のオリエンテーション算出処理について説明する。
　オリエンテーション演算部２１２は、ステップＳ１０７で検出した特徴部Ａの検出結果
から、特徴部Ａが検出される周期である出現タイミングを求める（ステップＳ２０１）。
また、特徴部Ａの出現タイミングと同じタイミングで送受信したスキャンラインＳＬｉ（
回転式探触子２０１の回転角度）を特定する（ステップＳ２０２）。
【００４５】
　ステップＳ２０２においてオリエンテーション演算部２１２は、ステップＳ１０２で取
得した回転式探触子の回転数情報（回転情報または回転周期）と、ステップＳ１０６で取
得したＸ線透視像の撮影姿勢情報θとに基づき、ステップＳ２０１で検出した特徴部Ａの
出現タイミングと同じタイミングで送受信したスキャンラインＳＬｉ（回転式探触子２０
１の回転角度）を特定できる。回転式探触子２０１はスキャンラインの方向（回転角度）
を変えながら放射状に超音波信号の送受信を行っており、回転式探触子２０１のスキャン
開始位置はスキャンの都度異なるが、モータ制御部２０８は回転速度とスキャン開始から
の回転数とに基づき、回転式探触子２０１のスキャンライン（回転角）と時相との関係を
求めることができる。また、Ｘ線透視像は所定のフレームレートで得られるため特徴部Ａ
が特定の位置に検出されるフレームを特定することで特徴部Ａの出現タイミング（時相）
を検出できる。これにより、特徴部Ａの出現タイミングと同じタイミング（時相）のスキ
ャンラインＳＬｉを特定できる。
【００４６】
　オリエンテーション演算部２１２は、特定したスキャンラインＳＬｉの角度θｉと、ス
テップＳ１０６で取得した撮像姿勢θの情報とから、基準方向である直上（θ＝０°）の
スキャンラインＳＬ０を特定する（ステップＳ２０３）。
【００４７】
　図５は回転式探触子２０１の各スキャンラインＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３、…、ＳＬｉ…
と、撮像姿勢θと基準（直上）スキャンラインＳＬ０との関係を示す図である。スキャン
ラインＳＬｉは、上述したように、Ｘ線透視像上で特徴部Ａが出現するタイミングと同じ
タイミングで得られたスキャンラインである。基準（直上）スキャンラインＳＬ０の角度
は、スキャンラインＳＬｉのときのプローブ２０１の回転角度θｉを撮像姿勢θで補正す
ることにより得られる。すなわち、（θｉ－θ）のスキャンラインが基準（直上）スキャ
ンラインＳＬ０である。この基準（直上）スキャンラインＳＬ０とスキャンラインＳＬｉ
とのずれ量が回転式探触子２０１のオリエンテーション（姿勢）を表す情報となる。なお
、基準方向は直上に限定されず、その他の角度でもよい。
【００４８】
　オリエンテーション演算部２１２は、ステップＳ２０２で算出した直上スキャンライン
ＳＬ０の方向を当該フレームにおけるオリエンテーション情報として、超音波診断装置２
０に出力する。超音波診断装置２０はオリエンテーション情報を時間情報とともに超音波
診断装置２０の画像記憶部２２３に記憶されている超音波画像に付加する（図３のステッ
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プＳ１０９）。
【００４９】
　次に、超音波診断装置２０は、画像記憶部２２３に記憶した超音波画像を表示部２２４
に表示する（ステップＳ１１０）。表示処理について、図６を参照して説明する。
【００５０】
　例えば、図６に示す表示処理（１）では、超音波画像に付加されたオリエンテーション
情報に基づいて、基準方向（例えば、直上）を示すマーカ５を超音波画像３０上に表示す
る（ステップＳ３０１）。図７はマーカ５の表示例を示す図である。
【００５１】
　検査中は、超音波診断装置２０は、回転式探触子２０１の移動に伴い直上（基準方向）
に対応するスキャンラインは変化する。検査中、図３のステップＳ１０１～ステップＳ１
０９の処理を繰り返し行うことで、オリエンテーション演算部２１２は超音波画像の各フ
レームのオリエンテーション情報を求め、超音波画像にオリエンテーション情報を付加し
て記憶する。超音波診断装置２０は、例えば、ステップＳ１０７において特徴部Ａが出現
するタイミングを検出する都度、基準スキャンラインＳＬ０（基準方向（直上）に対応す
るスキャンライン）を算出し、マーカ５の位置をリアルタイムに更新する（ステップＳ３
０２）。
【００５２】
　なお、ステップＳ３０２において、細かい時間間隔でリアルタイムにマーカ５の位置の
表示を更新すると、表示が安定せず観察の妨げになることがある。この場合は、例えば複
数フレーム分のオリエンテーション情報の平均値を求め、複数フレーム毎に基準スキャン
ラインＳＬ０の位置を示すマーカ５の位置を更新するようにしてもよい。
【００５３】
　このように、オリエンテーション情報に基づいて基準方向（例えば、直上）を示すマー
カ５を超音波画像３０上に表示することで、被検体１００の体内における回転式探触子２
０１の姿勢が分かりやすくなる。これにより、ユーザは超音波画像における患部の位置を
把握しやすく、生体内を観察しやすいものとなる。
【００５４】
　なお、図３のステップＳ１１０の表示処理において、基準方向の実際の方向と一致する
ように、超音波画像を回転させて表示してもよい。
　この場合、図８の表示処理（２）に示すように、例えば直上を基準方向とする場合は、
超音波診断装置２０は、直上が上になるように、超音波画像３０を回転させて表示する（
ステップＳ４０１）。図９は、直上スキャンラインＳＬ０が上方向を示すように超音波画
像３０が回転されて表示された状態を示す図である。超音波画像３０が、ユーザの視点と
一致するため患部の位置等が把握しやすくなる。
【００５５】
　検査中は、超音波診断装置２０は、回転式探触子２０１の移動に伴い直上のスキャンラ
イン（基準スキャンライン）ＳＬ０の位置は変化する。検査中、図３のステップＳ１０１
～ステップＳ１０９の処理を繰り返し行うことで、オリエンテーション演算部２１２は超
音波画像の各フレームのオリエンテーション情報を求め、超音波画像にオリエンテーショ
ン情報を付加して記憶する。姿勢算出装置２１は、例えば、ステップＳ１０７において特
徴部Ａが出現するタイミングを検出する都度、基準スキャンラインＳＬ０（直上）の位置
を算出し、超音波診断装置２０に通知する。超音波診断装置２０は直上を示す方向が常に
上にくるように超音波画像３０を回転させて、リアルタイムに表示を更新する（ステップ
Ｓ４０２）。
【００５６】
　なお、ステップＳ４０２においてもステップＳ３０２と同様に、細かい時間間隔でリア
ルタイムに超音波画像３０を回転させて表示を更新すると、表示が安定せず観察の妨げに
なることがある。この場合は、例えば複数フレーム分のオリエンテーション情報の平均値
を求め、複数フレーム毎に基準スキャンラインＳＬ０の位置を求め、更新表示するように
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してもよい。
【００５７】
　以上説明したように、本発明の第１の実施の形態によれば、姿勢算出装置２１は、回転
式探触子２０１の姿勢（オリエンテーション情報）を求め、超音波診断装置２０は求めら
れたオリエンテーション情報に基づき基準方向を超音波画像３０上に表示する、或いは、
基準方向に合わせて超音波画像３０を回転させて表示する。このため、ユーザは表示され
ている超音波画像３０がどの方向を描画しているのかを把握できるようになる。
【００５８】
［第２の実施の形態］
　次に、図１０及び図１１を参照して本発明の第２の実施の形態を説明する。第２の実施
の形態において、超音波診断装置２０は予め撮像された被検体１００のＣＴ画像に超音波
画像を位置合わせして重畳表示する。そのため、第２の実施の形態の超音波診断装置２０
は、第１の実施の形態と同様に回転式探触子２０１のオリエンテーション情報を算出し、
超音波画像３０の各フレームに紐づけて画像記憶部２２３に記憶する。また、回転式探触
子２０１が挿入された部位を含むＣＴデータ（Ｘ線ＣＴ装置等により撮影された複数の断
層像からなる３次元の画像データ）を予めＣＴデータ記憶部２２１に記憶しているものと
する。ＣＴデータ表示制御部２２２は、撮像中の超音波画像とＣＴ画像（断層像）とを位
置合わせし、リアルタイムに重畳表示するための処理を行う。
【００５９】
　超音波画像とＣＴ画像とを位置合わせするために、第２の実施の形態の超音波診断装置
２０は第１の実施の形態の超音波診断装置２０の構成に加え、体内に挿入された回転式探
触子２０１の位置を検出する位置検出器（不図示）を備える。位置検出器は、例えば磁気
センサ等であり、回転式探触子２０１の３次元位置情報を検出し、検出した位置情報を時
間情報（時相）とともにＣＴデータ表示制御部２２２に出力する。
【００６０】
　図１０、図１１を参照して、第２の実施の形態の超音波診断装置２０における表示処理
（３）について説明する。
【００６１】
　被検体１００の気管支３５ｂ内に回転式探触子２０１が挿入され検査が開始されると、
超音波診断装置２０は、回転式探触子２０１はプローブ位置３０ｂから放射状に超音波信
号を送受し、被検体１００内の超音波画像３０を取得する。姿勢算出装置２１は、回転式
探触子２０１のオリエンテーション情報を算出する。超音波画像３０の取得及びオリエン
テーション情報の算出は第１の実施の形態と同様の手法（図３のステップＳ１０１～ステ
ップＳ１０９）により行う。位置検出器により被検体１００の体内における回転式探触子
２０１の位置情報が常に取得されている。
【００６２】
　姿勢算出装置２１のＣＴデータ表示制御部２２２は、ＣＴデータ記憶部２２１から予め
撮影されたＣＴ画像データ（ＣＴデータ）を読み込む（ステップＳ５０１）。ＣＴデータ
表示制御部２２２は位置検出器から入力される回転式探触子２０１の３次元位置情報を取
得し、ステップＳ５０１で取得したＣＴデータのうち回転式探触子２０１の位置と同一の
位置または最も近い位置を含む断面のＣＴデータを取得し、表示部２２４に表示する（ス
テップＳ５０２）。
【００６３】
　ＣＴデータ表示制御部２２２は、表示するＣＴ画像と超音波画像とのサイズが合うよう
に各画像の拡大率を決定する（ステップＳ５０３）。
【００６４】
　超音波診断装置２０は、回転式探触子２０１のオリエンテーション情報に基づき、ステ
ップＳ５０２で表示したＣＴ画像３５の向きにあうように超音波画像３０の回転角度を求
める。そして、求めた拡大率及び回転角度に基づいて超音波画像３０をＣＴ画像３５上に
位置合わせし、重畳表示する（ステップＳ５０４）。



(12) JP 2017-140135 A 2017.8.17

10

20

30

40

50

【００６５】
　図１１の重畳画像４０は、ある断面のＣＴ画像３５上に同じ断面の超音波画像３０が重
畳表示された状態を示している。ステップＳ５０１～ステップＳ５０４の処理により、超
音波画像３０の方向や表示サイズがＣＴ画像と併せられているため、ＣＴ画像３５上に描
出された腫瘍３５ａや気管支３５ｂの位置に、超音波画像３０上に描出された腫瘍３０ａ
やプローブ位置３０ｂが重ねて表示される。
【００６６】
　検査中は回転式探触子２０１の位置は移動され、姿勢（オリエンテーション）も変化す
る。ＣＴデータ表示制御部２２２は、生成された超音波画像データをリアルタイムに順次
取得するとともに、回転式探触子２０１の位置情報やオリエンテーション情報もリアルタ
イムに取得する。ＣＴデータ表示制御部２２２は、回転式探触子２０１の位置に連動して
表示するＣＴ断面をリアルタイムに更新するとともに、回転式探触子２０１のオリエンテ
ーション情報に基づいて重畳する超音波画像３０を回転させ、拡大・縮小等の処理を行い
、表示をリアルタイムに更新する（ステップＳ５０５）。
【００６７】
　以上説明したように、第２の実施の形態では、超音波診断装置２０は予め撮影されたＣ
Ｔ画像に、撮像中の超音波画像を重畳表示する。また重畳する超音波画像をリアルタイム
に更新する。これにより、例えば、ＣＴ画像上で予め計画した位置から細胞を採取する手
技等において、対象とする部位の方向が超音波画像上で確認しやすく有効である。また上
述の処理に加え、細胞を採取した位置をＣＴ画像に記憶（マーク）するといった処理を加
えれば、予め計画された細胞の採取漏れを防止できる。
【００６８】
［第３の実施の形態］
　次に、図１２～図１４を参照して本発明の第３の実施の形態を説明する。
　ＩＶＵＳ検査（血管内超音波検査）では、血管内に回転式探触子２０１を挿入し対象部
位に向かって進行しながら被検体１００内をスキャンする。
　第３の実施の形態の超音波診断装置２０は、第１の実施の形態と同様に、血管内からの
スキャンにより複数フレームの断層画像を構成するとともに各フレームの断層画像につい
てそれぞれ姿勢算出装置２１によりオリエンテーション情報を算出する。また、磁気セン
サ等の位置検出器により被検体１００の体内にある回転式探触子２０１の３次元位置情報
を時系列に検出する。複数フレームの断層画像、回転式探触子２０１のオリエンテーショ
ン情報、及び位置情報は、３Ｄ画像構築部２２５に入力される。
【００６９】
　３Ｄ画像構築部２２５は、回転式探触子２０１により取得した複数フレームの断層画像
（超音波画像）と、各フレームにおける回転式探触子２０１のオリエンテーション情報及
び位置情報に基づき３次元の画像データを構築し、この３次元の画像データに基づいてＭ
ＰＲ像（multi planar reconstruction）を生成し、画像記憶部２２４に出力する。
【００７０】
　図１２及び図１３を参照して、第３の実施の形態の超音波診断装置２０におけるＭＰＲ
像表示処理について説明する。
　図１２のフローチャートに示すように、超音波診断装置２０の３Ｄ画像構築部２２５は
、回転式探触子２０１の位置情報、超音波画像、オリエンテーション情報をフレーム毎に
取得する（ステップＳ６０１）。３Ｄ画像構築部２２５は、これらの取得したデータ（回
転式探触子２０１の位置情報、超音波画像、オリエンテーション情報）をリアルタイムに
画像記憶部２２３に記録する。ユーザは回転式探触子２０１を対象部位（患部）まで進め
る（ステップＳ６０２）。画像記憶部２２３には、図１３（ａ）に示すように、複数フレ
ームの超音波画像３０_１、３０_２、３０_３、３０_４、…３０_ｎが、回転式探触子２
０１の位置情報及びオリエンテーション情報とともに記憶される。
【００７１】
　対象部位（患部）に到達すると、３Ｄ画像構築部２２５は、ステップＳ６０１～ステッ
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プＳ６０２の処理により画像記憶部２２３に記録されたデータに基づき３次元画像を構築
する（ステップＳ６０３）。ここで構築する３次元画像は、図１３（ｂ）に示すように、
通過した血管を描出した３次元画像５４や、血管芯線を通る断面を描画したＭＰＲ画像５
１、５２や血管芯線の直交断面画像（超音波画像５３）等である。３Ｄ画像構築部２２５
は、ステップＳ６０３で構築した３次元画像５４、ＭＰＲ画像５１、５２、断面画像５３
等を画像記憶部２２３に記憶する。超音波診断装置２０は画像記憶部２２３に記憶された
３次元画像５４、ＭＰＲ画像５１、５２、断面画像５３等を表示部２２４に表示する（ス
テップＳ６０４）。
【００７２】
　図１３（ｂ）は、表示レイアウト５０の一例を示す図である。超音波診断装置２０は、
例えば図１３（ｂ）に示す表示レイアウト５０のように、３次元画像５４、及び各断面の
ＭＰＲ画像５１、５２、５３等を表示部２２４に並べて表示する。なお、３次元画像の種
類は図１３（ｂ）に示すものに限定されず、複数位置でのスキャンにより取得した超音波
画像から生成可能な各種の３次元画像を含む。また、図１３（ｂ）に示す表示レイアウト
５０では４つの枠内にそれぞれ画像を表示しているが、表示する枠や画像数は４つ未満と
してもよいし、５つ以上としてもよい。
【００７３】
　また、図１４に示すように、ステップＳ６０３で構築した３次元画像をＸ線画像診断装
置１０により撮影したＸ線透視像６１と並べて表示してもよい。
　図１４に示す表示レイアウト６０では、左欄に、Ｘ線画像診断装置１０からリアルタイ
ムに入力されたＸ線透視像６１が表示され、右欄に超音波診断装置２０により撮像した画
像により生成された３次元画像６２が表示される。
【００７４】
　また、Ｘ線透視像６１の該当箇所にステップＳ６０３で生成した３次元画像６４を重畳
し、サムネイル画像６３のように表示してもよい。Ｘ線透視像６１と３次元画像６４の位
置合わせには、磁気センサ等の位置検出器により得た回転式探触子２０１の位置情報が用
いられる。
【００７５】
　更に、サムネイル画像６３やＸ線透視像６１上に、現在の回転式探触子２０１の位置を
示すマーカ６５を表示してもよい。回転式探触子が挿入されている位置における超音波画
像（リアルタイムに取得した超音波画像）または３次元画像をサムネイル画像６３やＸ線
透視像６１と並べて表示してもよい。
【００７６】
　以上説明したように、第３の実施の形態では超音波診断装置２０は、複数フレームの超
音波画像と、各フレームの回転式探触子２０１の位置情報及びオリエンテーション情報に
基づき、被検体１００の体内を描画した３次元画像を生成できる。また、回転式探触子２
０１の位置情報及びオリエンテーション情報に基づいてＭＰＲ画像を生成したり、生成し
た３次元画像やＭＰＲ画像を透視像６１と位置合わせして重畳表示したりできるようにな
る。
【００７７】
［第４の実施の形態］
　次に、図１５～図１６を参照して本発明の第４の実施の形態を説明する。
　回転式探触子２０１はモータ制御部２０８により所定の回転周期で回転される。また、
Ｘ線画像診断装置１０から入力される監視用画像であるＸ線透視像は、所定のフレームレ
ート（撮影レート）で撮像されている。そのため、回転式探触子２０１の回転周期とＸ線
透視像の撮影レートとの関係に応じて監視用画像（Ｘ線透視像）上に特徴部Ａが現れる周
期が決定される。例えば、図１５に示すように、Ｘ線透視像には各時相ｔ１、ｔ２、ｔ３
で異なる位置にそれぞれ回転式探触子２０１の特徴部Ａが出現する。この出現タイミング
が周期的であれば、Ｘ線透視像の撮影レートは回転式探触子２０１の回転周期の３倍とい
うこととなる。
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【００７８】
　そこで、第４の実施の形態において超音波診断装置２０は、回転式探触子２０１の回転
周期とＸ線透視像の撮影レートを取得し、Ｘ線透視像における特徴部Ａの出現タイミング
に基づいて回転式探触子の回転周期及び前記監視用画像の撮影レートのいずれか一方また
は両方を調整する調整部を備える。これにより、Ｘ線透視像における特徴部Ａの出現タイ
ミングを制御する。
【００７９】
　図１６のフローチャートに示すように、超音波診断装置２０は、回転式探触子２０１の
回転周期とＸ線透視像の撮影レートとから、Ｘ線透視像上に特徴部Ａが現れる周期を求め
る（ステップＳ７０１）。回転式探触子２０１の回転周期はモータ制御部２０８から取得
可能であり、Ｘ線透視像の撮影レートはＸ線画像診断装置１０の制御部１１８から取得可
能である。
【００８０】
　超音波診断装置２０は、回転式探触子２０１の回転周期とＸ線透視像の撮影レートとを
同期させて変更する（ステップＳ７０２）。超音波診断装置２０は、変更後の回転式探触
子２０１の回転周期の設定値をモータ制御部２０８に入力するか、変更後のＸ線透視像の
撮影レートの設定値をＸ線画像診断装置１０の制御部１１８に入力する。回転式探触子２
０１の回転周期とＸ線透視像の撮影レートとを同値にした場合は、Ｘ線透視像の全フレー
ムにおいて特徴部Ａが同位置に表示されることとなり、オリエンテーション情報の算出が
容易となる。なお、回転式探触子２０１の回転周期とＸ線透視像の撮影レートとは必ずし
も同値でなくてもよく、例えば図１５に示すように、Ｘ線透視像上の観察しやすい１また
は複数の位置に特徴部Ａが周期的に現れるように調整してもよい。
【００８１】
　また例えば、Ｘ線画像診断装置１０に内部同期モードと外部同期モードとを設け、いず
れかのモードをユーザが選択可能とする。内部同期モードでは、内部クロックを使用し、
例えば２５［フレーム／秒］等の固定値とする。外部同期モードでは、外部から入力され
る同期信号を用いて撮影レートを調整可能とする。超音波診断装置２０側で所定のタイミ
ングで同期信号を生成し、Ｘ線画像診断装置１０に入力すれば、Ｘ線画像診断装置１０の
撮影レートを超音波診断装置２０側で制御可能である。
【００８２】
　具体的には、回転式探触子の回転周期を例えば７．５［回転／秒］等に設定する。更に
、回転式探触子２０１の回転角が所定角（０°、１２０°、２４０°）になったときに超
音波診断装置２０からＸ線画像診断装置１０の制御部１１８に対して同期信号を送信する
。すると、Ｘ線画像診断装置１０の制御部１１８は同期信号を受信したタイミングでＸ線
照射を行い、Ｘ線画像を収集する。これにより、回転式探触子２０１の回転角が上述の所
定角（０°、１２０°、２４０°）になったときに常にＸ線画像（監視用画像）を収集す
ることができる。よって、特徴部Ａの出現タイミングを制御できる。
【００８３】
　以上説明したように、第４の実施の形態の超音波診断装置２０は、回転式探触子２０１
の回転周期とＸ線透視像のフレームレートのいずれか一方または両方を調整する。これに
より、Ｘ線透視像での特徴部Ａの出現タイミングを制御できるようになる。
【００８４】
　以上、添付図面を参照しながら、本発明に係る超音波診断装置等の好適な実施形態につ
いて説明したが、本発明はかかる例に限定されない。当業者であれば本願で開示した技術
的思想の範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、そ
れらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００８５】
１・・・・・・・・・検査システム
１０・・・・・・・・Ｘ線画像診断装置
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１０２・・・・・・・Ｘ線源
１０４・・・・・・・Ｘ線絞り
１０６・・・・・・・寝台
１０８・・・・・・・高電圧発生部
１１０・・・・・・・Ｘ線検出器
１１２・・・・・・・画像処理部
１１４・・・・・・・画像記憶部
１１６・・・・・・・表示部
１１８・・・・・・・制御部
１２０・・・・・・・操作部
２０・・・・・・・・超音波診断装置
２０１・・・・・・・回転式探触子
２０２・・・・・・・送信部
２０３・・・・・・・超音波送受信制御部
２０４・・・・・・・受信部
２０５・・・・・・・整相加算部
２０６・・・・・・・断層画像構成部
２０７・・・・・・・白黒スキャンコンバータ
２０８・・・・・・・モータ制御部
２１０・・・・・・・監視用画像取得部
２１・・・・・・・・姿勢算出装置
２１１・・・・・・・特徴検出部
２１２・・・・・・・姿勢情報（オリエンテーション）演算部
２２０・・・・・・・操作部
２２１・・・・・・・ＣＴデータ記憶部
２２２・・・・・・・ＣＴデータ表示制御部
２２３・・・・・・・画像記憶部
２２４・・・・・・・表示部
２２５・・・・・・・３Ｄ画像構築部
Ａ・・・・・・・・・特徴部
θ・・・・・・・・・Ｘ線画像診断装置１０の撮像姿勢
ＳＬ０・・・・・・・基準スキャンライン
ＳＬ１～ＳＬｉ・・・スキャンライン
３０・・・・・・・・超音波画像
５・・・・・・・・・直上（撮像姿勢θ＝０°）を示すマーカ
３５・・・・・・・・ＣＴ画像
４０・・・・・・・・重畳画像
５０、６０・・・・・表示レイアウト
５１、５２、５３・・ＭＰＲ画像
５４・・・・・・・・３次元画像
６１・・・・・・・・透視像
６２、６４・・・・・３次元画像
６３・・・・・・・・サムネイル画像
６５・・・・・・・・マーカ（回転式探触子の位置を示すマーカ）
 



(16) JP 2017-140135 A 2017.8.17

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(17) JP 2017-140135 A 2017.8.17

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(18) JP 2017-140135 A 2017.8.17

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(19) JP 2017-140135 A 2017.8.17

【図１５】

【図１６】



专利名称(译) 超声波诊断装置，旋转探针的姿态计算装置，旋转探针的姿态计算方法

公开(公告)号 JP2017140135A 公开(公告)日 2017-08-17

申请号 JP2016022459 申请日 2016-02-09

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

[标]发明人 飯村隆志

发明人 飯村 隆志

IPC分类号 A61B8/12

CPC分类号 A61B6/12 A61B8/4245

FI分类号 A61B8/12 A61B8/12.ZDM

F-TERM分类号 4C601/BB03 4C601/BB14 4C601/BB24 4C601/DD30 4C601/EE30 4C601/FE03 4C601/FE04 4C601
/JC21 4C601/KK09 4C601/KK21 4C601/KK31 4C601/LL33

代理人(译) 井上清一

其他公开文献 JP6666738B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供能够计算指示旋转探针插入到对象中的哪个方向的
姿势信息（方向信息）的超声诊断设备，旋转探针的方向计算并且提供
了一种计算旋转探针的姿势的方法。一种超声波诊断装置20中，对象100
的同时使用旋转探头201用于发射和接收超声波来发射和接收超声波的对
象100旋转扫描方向，产生超声图像到。姿势计算装置21获取在超声图像
的成像期间获得的图像，并且旋转探针201的至少一部分与作为监视图像
的对象100一起绘制并显示周期与表示移动的特征部分A的出现定时相同
的扫描线我想要它。以这种方式，计算旋转探针201的姿势信息（取向信
息）。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6ac90d56-3c0d-473e-ba9a-901010686a89
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059543363/publication/JP2017140135A?q=JP2017140135A

